
災害時の情報発信
市公式SNSでは下記のように画像の色を
分けて情報の種類を表しています。情報収
集の際、ご活用ください。

青色枠：通常

赤色枠：気象警報、
高齢者等避難

紫色枠：土砂災害
警戒情報、避難指示

黄色枠：注意喚起

　
名
簿
登
載
者
は
、
令
和
4
年
６
月
以
降
に

順
次「
意
向
確
認
調
査
票
」を
郵
送
し
ま
す
の

で
、必
要
事
項
を
記
入
の
上
、返
信
し
て
く
だ

さ
い
。

名
簿
登
載
者
の
う
ち

同
意
者
リ
ス
ト
の
作
成

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
登
載
者
の
う

ち
、地
域
支
援
者
に
情
報
提
供
を
し
て
も
良

い
と
い
う
人
は
、平
時
の
見
守
り
や
災
害
時
の

避
難
支
援
の
た
め
、お
住
ま
い
の
地
域
の
民
生

委
員
、自
治
会
等
へ
名
簿
情
報
を
提
供
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す（
令
和
5
年
度
以
降
の
配

布
を
予
定
）。こ
の
情
報
を
活
用
し
、そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
、避
難
支
援
関
係
者
等
の
協
力

の
も
と
、で
き
る
範
囲
で
避
難
行
動
要
支
援

者
へ
の
支
援
を
行
って
い
た
だ
き
ま
す
。

名
簿
の
提
供
先

　
同
意
者
リ
ス
ト
は
必
要
時
、次
の
支
援
者
へ

情
報
提
供
し
ま
す
。

・
自
治
会（
自
主
防
災
組
織
）

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員

・
日
田
警
察
署

・
日
田
消
防
署

・
日
田
市
消
防
団

・
日
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

・�

そ
の
他
、避
難
支
援
等
の
実
施
に
携
わ
る

関
係
者

個
別
避
難
計
画
の
作
成

　
自
然
災
害
が
毎
年
の
よ
う
に
起
こ
る
中
、

自
力
避
難
が
困
難
な「
避
難
行
動
要
支
援

者
」は
、支
援
者
な
ど
を
想
定
し
た
避
難
方
法

を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
個
別
避
難
計
画
を
事
前
に
作
成
し
、地

域
支
援
者
と
情
報
共
有
す
る
こ
と
で
、防
災

訓
練
等
で
も
活
用
で
き
、安
心
感
が
生
ま
れ

ま
す
。
避
難
行
動
要
支
援
者
の
皆
さ
ん
は
、

民
生
委
員
や
自
治
会（
自
主
防
災
組
織
）、市

内
の
福
祉
専
門
職
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら「
個

別
避
難
計
画
」の
作
成
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ

う（
対
象
者
の
皆
さ
ん
に
は
あ
ら
た
め
て
個
別

に
通
知
し
ま
す
）。

避難行動要支援者名簿に記載する情報

①氏名　②生年月日　③性別　④住所又は居所　⑤連絡先
⑥支援を必要とする理由（対象要件）

避難行動要支援者名簿に記載された情報、避難支援等実施者
の氏名、住所又は居所、連絡先、避難場所、避難経路　など

個別避難計画に記載する情報

黄緑色枠：支援情報

防災ラジオの申請
は下記まで

防災・危機管理課
防災・危機管理係
☎㉒８３６３（市役所４階）
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計
画
で
定
め
て
い
ま
す
。

⑴ 

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
の
う
ち
１
級
又

は
2
級
の
人（
た
だ
し
、視
覚
障
害
、聴
覚

障
害
又
は
肢
体
不
自
由
に
よ
る
も
の
）

⑵
療
育
手
帳
所
持
者
の
う
ち
A
判
定
の
人

⑶ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
の
う

ち
1
級
の
人

⑷ 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち「
同
行
援
護
」

又
は「
行
動
援
護
」の
支
給
決
定
者

⑸
難
病
患
者
の
う
ち
避
難
支
援
が
必
要
な
人

⑹
要
介
護
認
定
3
以
上
の
人

⑺ 

認
知
症
高
齢
者
の
う
ち
、日
常
生
活
自
立

度
の
程
度
が
Ⅱ
a
以
上
の
人

⑻ 

右
記
以
外
で
支
援
が
必
要
な
人（
従
前
の

災
害
時
要
援
護
者
登
録
台
帳
登
録
者
　

等
）

※ 

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
長
期
入
院
中

の
人
は
除
き
ま
す
。

名
簿
登
載
の
手
続
　

　
市
が
行
政
保
有
情
報
に
基
づ
き
、避
難
行

動
要
支
援
者
の
範
囲
に
該
当
す
る
人
を
避
難

行
動
要
支
援
者
名
簿
と
し
て
作
成
し
ま
す
。

備
え
が
つ
く
る
笑
顔

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
活
用
と
個
別
避
難
計
画
の
作
成

日
田
市
で
は
、地
域
の
民
生
委
員
の

皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、地

域
で
の
見
守
り
や
災
害
時
の
支

援
に
役
立
て
る
た
め
の「
災
害
時
要
援
護
者

登
録
台
帳
」作
成
の
取
組
み
を
行
って
い
ま
す
。

　
令
和
3
年
5
月
の
災
害
対
策
基
本
法
の
改

正
に
伴
い
、こ
れ
ま
で
の「
災
害
時
要
援
護
者

登
録
台
帳
」に
つ
い
て
は
、今
後
は「
避
難
行

動
要
支
援
者
名
簿
」と
し
て
引
き
続
き
地
域

で
の
避
難
支
援
に
活
用
し
つ
つ
、名
簿
掲
載
者

は
、あ
ら
か
じ
め
災
害
時
の
避
難
に
つ
い
て
考

え
る「
個
別
避
難
計
画
」を
作
成
し
て
も
ら
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
と
は

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
は
、災
害
時
に

支
援
が
必
要
な
人
の
名
簿
を
市
が
あ
ら
か
じ

め
作
成
し
、災
害
時
の
避
難
支
援
に
活
用
す

る
も
の
で
す
。

避
難
行
動
要
支
援
者
の
範
囲

　
災
害
時
に
一
人
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難

な
人
に
つ
い
て
、次
の
通
り
日
田
市
地
域
防
災
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